
平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

九

号

生
活
保
護
費
の
見
直
し
に
よ
る
子
育
て
世
帯
へ
の
深
刻
な
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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生
活
保
護
費
の
見
直
し
に
よ
る
子
育
て
世
帯
へ
の
深
刻
な
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
生
活
保
護
費
を
見
直
し
、
二
〇
一
八
年
十
月
か
ら
適
用
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
点
に
関
し
、
以
下
、
質
問
し
ま
す
。

一

今
回
の
生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
よ
り
、
子
育
て
世
帯
の
四
割
で
生
活
保
護
受
給
額
が
減
額
に
な
り
、
六
割
の
子
育
て

世
帯
が
増
額
に
な
る
が
、
段
階
的
な
調
整
が
完
了
す
る
三
年
後
の
年
間
の
受
給
額
で
は
、
減
額
に
な
る
子
育
て
世
帯
は
何
世

帯
で
、
そ
の
減
額
の
全
体
の
総
額
は
い
く
ら
か
、
増
額
に
な
る
子
育
て
世
帯
は
何
世
帯
で
、
そ
の
増
額
の
全
体
の
総
額
は
い

く
ら
で
す
か
。
ま
た
、
減
額
と
増
額
の
差
し
引
き
は
い
く
ら
で
す
か
。

二

ひ
と
り
親
世
帯
で
受
給
額
が
増
え
る
の
は
何
世
帯
で
、
段
階
的
な
調
整
が
完
了
す
る
三
年
後
の
一
世
帯
あ
た
り
平
均
い
く

ら
か
、
受
給
額
が
減
る
の
は
何
世
帯
で
、
段
階
的
な
調
整
が
完
了
す
る
三
年
後
の
一
世
帯
あ
た
り
平
均
い
く
ら
で
す
か
。
ま

た
、
ひ
と
り
親
世
帯
の
全
体
に
つ
い
て
、
三
年
後
の
年
間
の
受
給
額
の
減
額
と
増
額
の
差
し
引
き
は
い
く
ら
で
す
か
。

三

生
活
保
護
の
全
受
給
世
帯
に
つ
い
て
、
三
年
後
に
は
、
年
間
で
国
費
を
い
く
ら
削
減
し
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
、
子

育
て
世
帯
、
及
び
ひ
と
り
親
世
帯
に
つ
い
て
、
三
年
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
年
間
で
国
費
を
い
く
ら
削
減
し
ま
す
か
。

四

前
回
の
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
に
連
動
し
、
就
学
援
助
の
対
象
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
は
、
合
計
で
い
く
つ
の
自
治

一



体
（
市
区
町
村
）
で
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
名
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
（
市
区
町
村
）
で
、
何
人
の
児
童
・

生
徒
が
就
学
援
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
を
示
し
た
上
で
、
就
学
援
助
対
象
引
き
下
げ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
政
府
の
見

解
を
示
し
て
下
さ
い
。

五

生
活
保
護
の
子
育
て
世
帯
の
受
給
額
の
総
額
を
減
ら
す
こ
と
は
、
子
ど
も
貧
困
対
策
法
違
反
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

右
質
問
す
る
。

二


